
時 の 話 題 ～ 平成１９年度 第８号（Ｈ１９．５．３１調査情報課）～ 

食品リサイクル法の改正 

 食品関連事業者による食品廃棄物の再生利用等の取組み

の強化を図るため、食品リサイクル法改正案が現在国会で審

議中である。食品リサイクルは循環型社会の構築を目指す重

要な取組みであり、国は新たに創設される定期報告の仕組み

を活用し、事業者への指導監督を徹底していく必要がある。

１ 現行食品リサイクル法の概要 

 食品リサイクル法(食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律)は、循環型社会の構

築を目指し、製造・流通・消費の各段階で発生する食品廃棄物について、食品関連事業者

等による「発生の抑制」、肥料や飼料などへの「再生利用」、最終的に処分する場合の脱水・

乾燥等による「減量」の促進を図るため、平成 13 年 5 月から施行された（図１）。 

図１ 食品関連事業者と発生する食品廃棄物 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この法律では、全ての食品関連事業者が平成 18 年度までに再生利用等(再生利用、発生

抑制、減量)の実施率を 20％以上とすることを目標としている。このため、国による指導・

助言や勧告・命令等の措置、肥飼料化等を行う事業者（再生利用事業者）の登録制度、食

品関連事業者、再生利用事業者、肥飼料等の利用者となる農林漁業者が一体となって作成

する再生利用事業計画の認定制度などの規定を設けている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

ユニー㈱、全国初の再生利用事業計画認定

平成19年 1月 26日、食品スーパーを経営するユニー㈱

（本社：愛知県）の「再生利用事業計画」が国に受理された。

食品リサイクル法制定以降、全国初の認定事例である。愛知

県内の店舗から排出される食品残さを、ヒラテ産業(有)が引き

取り、堆肥を製造する。この堆肥を使って愛知県経済農業共

同組合連合会による指導のもと県下 JA が作物を栽培し、収

穫した作物をユニー㈱が購入、店舗で販売するというリサイ

クルループを構築し、食品残さを有効活用する。 
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２ 食品廃棄物と再生利用等の状況 

（１）業種別の取組の格差 

平成 17 年度の全国の食品廃棄物の 

年間発生量は 1,136 万 2 千トンで、食 

品リサイクル法が施行された 13 年度の 

1,091 万 9 千トンと比較すると約 4％の 

増加となるが、14 年度以降はほぼ前年 

度並みで推移している(図２)。 

この間、重量ベースで見た食品関連 

事業者全体の再生利用等の実施率は、 

平成 13 年度の約 37％から 17 年度の 

約 52％へ上昇しており、 

一定の成果が見られる。 

 しかし、業種別に実施 

率を見ると、食品製造業 

では高い水準で推移し、 

平成 17 年度には約 81％ 

に達する一方で、食品廃 

棄物が少量ずつ分散して 

発生する、異物混入のリ 

スクが高いなどの事情を 

抱える食品小売業や外食 

産業の実績は低調に推移 

している（図３）。 

（２）目標達成者割合の低さ 

 再生利用等の実施率を個々の食品 

関連事業者ごとに見ると、目標年度 

の前年度である平成 17 年度において、 

実施率が 20％に達している事業者の 

割合は、18％にとどまっている。食 

品廃棄物の年間発生量が 100 トン以 

上の事業者に限定しても、27％とい 

う状況にある（図４）。 

（３）乏しい認定制度の活用 

効率的な食品廃棄物の収集と再生利用を促進する観点から、再生利用事業計画の認定制

度には、一般廃棄物の収集運搬業の許可について、搬送先の区市町村の許可を不要とする

廃棄物処理法の特例が設けられている。しかし、このほか認定制度には食品関連事業者や

農林漁業者等に対する特段のメリットは設けられていないことなどから、再生利用事業計

画の認定実績は、これまで 1件（前ページのユニー㈱）にとどまっている。 

 

図３：再生利用等の実施率の推移（全国）
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出所：農林水産省「食品循環資源の再生利用実態調査」より作成 

図 ２ ：食 品 廃 棄 物 の 年 間 発 生 量 の 推 移 （全 国 ）
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出所：農林水産省「食品循環資源の再生利用等実態調査」 

図４：再生利用等の実施率目標(20％)の達成者割合（単位%） 

  
実施率目標 

達成者割合 
うち年間発生量 100

トン以上事業者 

食品製造業 22 33

食品卸売業 18 32

食品小売業 17 22

外食産業 10 13

食品関連事業者計 18 27

出所：中環審・食農審第 1回合同会合資料 



３ 食品リサイクル法改正案の概要 

 食品リサイクル法では、施行後 5 年を経過した時点において、施行の状況について検討

を加え、必要な措置を講ずるものとされている。このため、農林水産省と環境省ではそれ

ぞれ食料・農業・農村政策審議会と中央環境審議会に専門の委員会を設置し、平成 18 年 9

月からは合同で検討を行い、平成 19 年 2 月に見直し方策をとりまとめた。 

 これを受け、平成 19 年 3 月に食品リサイクル法改正案が閣議決定され、現在通常国会で

審議中である。今回の改正案は、業種別の取組みの格差等を踏まえ、指導監督を強化する

ための定期報告義務の創設と、認定制度の一層の活用を図るための見直しなどを内容とし

ている（図５）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 東京都の取組 

 都では、各局において食品廃棄物の再生利用に向けた事業者の支援等を行っている。 

（１）産業労働局 

 平成 18 年 7 月に策定した「東京都畜産振興プ 

ラン」で、食品残さの有効利用を掲げ、畜産業者 

の飼料としての積極的活用を進める取組みを支援 

している。平成 18 年度は飲料メーカーと茶飲料 

残さの飼料化に関する意見交換などを行った。 

 また、(財)東京都農林水産振興財団の有機農業 

堆肥センターでは、平成 17 年度より福祉保健局 

東村山老人ホームなど東村山市内の都関係 4 施設から生ごみを受け入れ、堆肥生産に活用

するとともに（図６）、食品残さ飼料の混合割合が鶏の産卵に与える影響などの試験研究を

実施している。 

図５：食品リサイクル法改正案の概要 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出所：農林水産省・環境省資料より作成 

図６：東京都農林水産振興財団の都関係施設か

らの生ごみ受入量（単位：トン） 

 都関係施設から

の生ごみ受入量 

（参考）財団の

堆肥生産量 

17 年度 153.0 661.3

18 年度 158.8 510.8

出所：産業労働局資料より作成 
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定期報告義務の創設 

 食品廃棄物の発生量が年間 100 トン以上の食品関連事業者（多量発生事

業者）に対し、毎年度食品廃棄物の発生量及び再生利用等の状況に関す

る定期報告を義務付ける。 

フランチャイズ加盟者の一体化 

 フランチャイズチェーン事業を展開する食品関連事業者は、加盟者の食

品廃棄物の発生量を含めて多量発生事業者かどうかを判定する。 

認定制度の見直し 

一般廃棄物の収集運搬に関する特例を拡大し、認定を受けた場合、搬送先

の区市町村に加え、新たに荷積みをする区市町村の許可も不要とする。 

再生利用の方法に「熱回収」を追加 

 これまでの肥料、飼料、油脂・油脂製品、メタンの原材料としての利用

に加え、新たに熱を得るために利用することを「熱回収」として認める。



（２）環境局 

 廃棄物問題の解決と新たな環境産業の立地を促進し、循環型社会への変革の推進を目的

に、臨海部の都有地を活用して民間事業者による廃棄物処理・リサイクル施設を整備する

スーパーエコタウン事業を推進している。平成 14 年 4 月に公募を開始し、現在 8施設が稼

働している。このうち 2 施設が国内最大級規模の食品廃棄物リサイクル施設であり、事業

者はいずれも食品リサイクル法上の登録再生利用事業者となっている。 

① 食品廃棄物リサイクル施設（バイオガス発電施設）〔平成 18 年 4 月稼働〕 

 事 業 主 体：バイオエナジー㈱ 

 事 業 概 要：食品廃棄物をメタン発酵し、 

発生したバイオガスにより 

燃料電池等を用いて発電を 

行う。 

 処 理 能 力：約 110 トン/日 

 発電計画量：約 24,000kwh/日 

② 食品廃棄物リサイクル施設（飼料化施設）〔平成 18 年 4 月稼働〕 

 事 業 主 体：㈱アルフォ 

 事 業 概 要：食品廃棄物を、廃食用油を 

熱媒体として乾燥処理し、 

養鶏・養豚用の配合飼料の 

原料を製造する。 

 処 理 能 力：約 140 トン/日 

 飼料計画量：約 25 トン/日 

（３）中央卸売市場 

 食品リサイクル法の概要などの普及啓発を行うとともに、市場関係業者の取組みを支援

している。市場で発生した大型魚の魚腸骨が全量飼料等に再生利用されているほか、大田

市場からは、平成 18 年 3 月から上記バイオエナジー㈱のリサイクル施設に食品廃棄物の持

ち込みを行っている。平成 18 年 3 月から 19 年 2 月までの 1 年間の持込量は約 356.8 トン

である。また、淀橋市場からは、平成 19 年 2 月から上記㈱アルフォのリサイクル施設への

食品廃棄物の持ち込みを開始している。 

(参考)大田市場の上記期間における紙ごみなど食品廃棄物以外を含む一般廃棄物総量は約 5,354.7 トン 

 

５ 今後の課題 

 食品リサイクルは、他のリサイクル関連制度とともに、循環型社会の形成はもとより、

環境負荷の少ない食品廃棄物のエネルギー利用を通じて脱温暖化社会の構築にも貢献する

など、非常に重要な取組みである。今回の法改正で創設される定期報告の仕組みを積極的

に活用し、国は食品関連事業者に対する指導監督を徹底していく必要がある。 

あわせて、業種の特性や事業規模等を考慮した再生利用等の実施率目標のあり方の見直

しや、認定制度の取得等優れた取組みを行う事業者に対する消費者の理解を促進し他の事

業者が参考とするための公表の仕組みなど、事業者のさらなる取組みを促す方策について

検討が必要である。 



 


